
足 立 区 教 育 委 員 会 会 議 録 

会 議 名  平成２７年第１回足立区教育委員会臨時 

開 会 月 日 平成２７年３月３１日（火） 場 所 教育委員会室 

会 議 時 間 （開会）午前・午後  ３時００分     ～    （閉会）午前・午後  時 分 

休 憩 時 間    ①（休 憩）午前・午後    時    分   ～    （再会）午前・午後   時    分 
   ②（休 憩）午前・午後    時    分   ～    （再会）午前・午後   時    分 

委 員 委 員 長 花 岡 惠 三 出席 委 員 桑 原 勉 出席 

の 委 員 小 川 正 人 欠席 委 員 小 川 清 美 出席 

出 席 教 育 長 青 木 光 夫 出席 出席委員4名、欠席委員1名 

出 鈴木 一夫 教育次長 出席 三橋 雄彦 子ども家庭部長 出席

 石居 聡 学校教育部長 出席 鳥山 高章 子ども家庭課長 出席

席 荒井 広幸 教育政策課長 出席 荻原 貞二 子ども・子育て支援課長 出席

 絵野沢秀雄 学校適正配置担当課長 出席 橋本 太郎 子ども・子育て施設課長 出席

説 稲本  望 学校施設課長 出席 寺島 光大 青少年課長 出席

 山田美砂緒 学校改築担当課長 出席 西野 知之 こども支援センターげんき所長 出席

明 山中  寛 学校改築担当課長 出席 渡邉 勇   子ども支援担当課長 出席

 望月 義実 学務課長 

 おいしい給食担当課長 
出席 浅見 信昭  学力定着推進担当課長 出席

員 浮津 健史 教育指導室長 出席 市川 保夫  幼児プロジェクト推進担当課長 出席

 川原井隆之 教職員課長 出席 井元 浩平  地域のちから推進部長 出席

 永井 章子 生涯学習振興公社事務局長 出席 松野 美幸  地域文化課長 出席

     

書 山崎 弘孝 庶務係長 楠山 慶之 庶務係主査 依田 慶子 教育政策担当係長 

記 矢神 功義 教育政策担当係長 佐藤 充弘 子ども家庭係主査  

    

    傍 聴 者  ０名 

会   別紙、会議次第の通り。 

議  

に  

付  

し  

た  

議  

題  
 



 1

平成２７年３月３１日 

 

足立区教育委員会



 2

午後３時００分開会 

 

○委員長  ただいまから本年第１回足立区教育委員

会臨時会を開会いたします。 

 本日の出席委員数は、定足数であります。よっ

て、会議は成立いたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○委員長  それでは、これより審議に入ります。 

 初めに、会議録署名委員の指名をいたします。 

 本日の会議録署名委員に、青木委員、小川清美

委員をご指名いたしますので、よろしくお願いい

たします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○委員長  初めに、日程第１、第３６号議案を議題

といたします。 

 庶務係長。 

○庶務係長  日程第１、第３６号議案足立区地域学

習センター条例施行規則の一部を改正する規則。 

 以上。 

○委員長  では、第３６号議案について、井元地域

のちから推進部長から説明をお願いいたします。 

 地域のちから推進部長。 

○地域のちから推進部長  資料３ページをごらんく

ださい。 

 件名、所管部課名は記載のとおりでございます。 

１、改正理由につきましては、地域学習セン

ターなどを管理する指定管理者を評価する評価委

員会の設置が、今年度第１回区議会定例会で可決

されたため、評価委員会の組織及び運営について

必要な事項を規則で定めるものでございます。 

 ２、改正内容につきましては記載のとおりでご

ざいますが、４ページをご覧ください。新旧対照

表のとおり、第１７条を新たに追加したというこ

とでございます。 

 委員は、第１項のとおり、学識経験者、区民、

足立区職員からなっております。 

 第６項には、この委員会の庶務は、地域のちか

ら推進部地域文化課において処理するという記載

をしてございます。 

 説明は、以上でございます。よろしくお願いい

たします。 

○委員長  ただいま説明がありましたので、これよ

り本案の審議に入ります。 

 第３６号議案について、ご質問、ご意見があり

ましたら、委員のご発言をお願いいたします。よ

ろしいですか。 

（なし） 

 ないようですので、これより第３６号議案足立

区地域学習センター条例施行規則の一部を改正す

る規則を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手全員であります。よって、本案は原案のと

おり議決することにいたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○庶務係長  委員長、申し訳ございません。もう一

回よろしいでしょうか。 

○委員長  庶務係長。 

○庶務係長  今、説明を行った井元部長並びに同席

している松野課長がは、この後、別の会議がござ

いまして、そちらに出席しなければならないので、

大変失礼ですが、ここで退室させていただきます。 

○委員長  退室を認めます。 

（井元部長・松野課長 退室） 
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―――――――――◇―――――――― 

 

○委員長  次からの議案ですが、日程第２、第

３７号議案から日程第６、第４１号議案までは、

関連のある議案でありますので、一括して議題と

いたします。 

 庶務係長。 

○庶務係長  日程第２、第３７号議案足立区幼稚園

教育職員の地域手当に関する規則の一部を改正す

る規則。日程第３、第３８号議案足立区幼稚園教

育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する

規則。日程第４、第３９号議案足立区幼稚園教育

職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する

規則。日程第５、第４０号議案足立区幼稚園教育

職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部

を改正する規則。日程第６、第４１号議案足立区

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関す

る条例施行規則の一部を改正する規則。 

 以上。 

○委員長  それでは、第３７号議案から第４１号議

案について、続けて、三橋子ども家庭部長から説

明をお願いいたします。 

 子ども家庭部長。 

○子ども家庭部長  資料の１３ページで説明させて

いただきます。 

 件名、所管部課名は記載のとおりでございます。 

 改正理由につきましては、昨年１０月８日の特

別区人事委員会勧告に伴い、足立区幼稚園教育職

員の給与に関する条例を改正したものに従いまし

て、規則等の改正が必要になりました。人事委員

会勧告の内容につきましては、公民格差は０．

２％程度で、その解消のための給与額の改定と、

それとは別に地域手当の支給割合の２％引上げ及

び給与月額の同率程度の引き下げということが反

映されてございます。 

 １、改正の概要でございます。 

 （１）が、第３７号議案の地域手当に関する規

則の改正でございます。地域手当の支給割合を

２％引き上げて、現行の１８％を２０％にするも

のでございます。 

 （２）が、第３８号議案で、勤勉手当に関する

規則の改正でございます。地域手当の支給割合の

引き上げ分と同金額程度になるよう支給率を引き

下げるものでございます。 

 （３）が、第３９号議案で、管理職手当に関す

る規則の改正でございます。管理職手当は、給与

条例で、上限が「 高号給の給料月額の２０％」

と定められてございます。給料表が引き下げられ

た関係で、それが８万９，６００円になりますが、

現行の９万１，０００円を超えてしまうため、上

限の８万９，６００円に引き下げるということで

ございます。 

 （４）は、第４０号議案でございまして、管理

職員の特別勤務手当の改正でございます。管理職

員の特別勤務手当につきまして、現行は週休日ま

たは休日の勤務が対象となりますが、今回平日の

午前０時から午前５時までの間に勤務した場合も

支給できるといったことで、園長が５，０００円、

副園長が４，０００円の平日の夜間の勤務の手当

をご審議いただくものでございます。 

 それに関連しまして、（５）でございますが、

休日、休暇等に関する条例施行規則の中の様式で

ございます。超過勤務等命令簿のところに、その

平日の午前０時から午前５時までの勤務を記入す

る欄を設けるものでございます。 

 ２、施行年月日は、平成２７年４月１日でござ

います。 

 私からの説明は、以上でございます。 

○委員長  ただいま説明がありましたので、これよ

り本案の審議に入ります。 

 第３７号議案から第４１号議案について、ご質

問、ご意見がありましたら、委員のご発言をお願
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いいたします。よろしいですか。 

（なし） 

 ないようですので、これより第３７号議案足立

区幼稚園教育職員の地域手当に関する規則の一部

を改正する規則、第３８号議案足立区幼稚園教育

職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規

則、第３９号議案足立区幼稚園教育職員の管理職

手当に関する規則の一部を改正する規則、第

４０号議案足立区幼稚園教育職員の管理職員特別

勤務手当に関する規則の一部を改正する規則、第

４１号議案足立区幼稚園教育職員の勤務時間、休

日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手全員であります。よって、本案は原案のと

おり議決することにいたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○委員長  次に、日程第７、第４２号議案を議題と

いたします。 

 庶務係長。 

○庶務係長  日程第７、第４２号議案足立区特定教

育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負

担に関する条例施行規則。 

 以上。 

○委員長  第４２号議案について、三橋子ども家庭

部長から説明をお願いいたします。 

 子ども家庭部長。 

○子ども家庭部長  ３７ページの説明資料に基づき

まして説明させていただきます。 

 件名、所管部課名は記載のとおりでございます。 

 １、制定の理由につきましては、足立区特定教

育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負

担に関する条例の施行に関し、必要な事項を定め

るものでございます。 

 ２、主な内容でございます。（１）その階層の

ところの規定が、所得税から区民税に変わるとい

ったことに付随するものでございます。 

 ①の負担能力の確認につきましては、今後、区

民税がもとになるということで、区が管理してい

る情報ですので、利用者の同意に基づきまして、

税情報を利用して課税額を確認するものでござい

ます。 

 ②の税額控除の取り扱いについては、現行の考

え方と同様に、算定の根拠となる区民税課税額を

計算する際には、調整控除を除く税額控除を適用

させないといった内容でございます。 

 （２）利用者負担の減額に関する規定の整備で

ございます。これについても現行の考え方と同様

に、稼働能力のない世帯員が増加したときなど特

別の事情がある場合に、別表第１及び第２で減免

の規定を設けるものでございます。 

 ３、施行年月日は、平成２７年４月１日でござ

います。 

 よろしくご審議をお願いいたします。 

○委員長  ただいま説明がありましたので、これよ

り本案の審議に入ります。 

 第４２号議案について、ご質問、ご意見があり

ましたら、委員のご発言をお願いいたします。な

いですか。 

（なし） 

 ないようですので、これより第４２号議案足立

区特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の

利用者負担に関する条例施行規則を採決いたしま

す。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手全員であります。よって、本案は原案のと
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おり議決することにいたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○委員長  次に、日程第８、第４３号議案を議題と

いたします。 

 庶務係長。 

○庶務係長  日程第８、第４３号議案足立区におけ

る保育の実施等に関する条例施行規則等の一部を

改正する規則。 

 以上。 

○委員長  第４３号議案について、三橋子ども家庭

部長から説明をお願いいたします。 

 子ども家庭部長。 

○子ども家庭部長  ４３ページの説明資料に基づき

まして説明させていただきます。 

 件名、所管部課名は記載のとおりでございます。 

 １、改正の理由につきましては、児童福祉法の

改正に伴いまして、新制度の施行に向けた規定の

整備を行うものでございます。 

 なお、第６条と第１４条につきましては、平成

２６年第１０回の教育委員会定例会で改正いたし

ましたが、その後、今年の第１回教育委員会定例

会で「足立区保育施設等の利用の調整に関する規

則」を制定したことに伴い、改めて改正が必要に

なりました。これにつきましては、昨年１０月に

議決した「足立区における保育の実施等に関する

条例施行規則の一部を改正する規則を改正する」

といった表現になってございます。よろしくお願

いいたします。 

 ２、改正の内容につきましては、（１）児童福

祉法改正に伴う変更ということで、児童福祉法の

表現が「保育の実施」から「保育の利用」に変わ

るということで、文言訂正でございます。 

 （２）入園申込み等の規定でございます。認可

保育所、認定こども園等については、「足立区保

育施設等の利用の調整に関する規則」で定めるた

め、この規則との整合性を図るための文言整理を

行うものでございます。 

 （３）保育時間等の規定でございます。子ど

も・子育て支援法施行規則において、「保育標準

時間」と「保育短時間」の両方の時間を定めたこ

とがありますので、それぞれの保育時間及び一時

延長保育の利用時間の規定を変更するものでござ

います。 

 ①で、まず保育時間ですが、今まで８時間を原

則として就労時間等を考慮して園長が定めるとし

ていましたが、それぞれ標準認定児童につきまし

ては、いわゆる１１時間対象の午前７時３０分か

ら午後６時３０分までの間で就労時間等を考慮し、

園長が定めるといった内容でございます。短時間

認定児童につきましては、午前８時３０分から午

後４時３０分までの８時間の間で、園長が定める

といった内容でございます。 

 ②につきましては、一時延長保育の利用時間で

ございます。これについて、まず 初のことにつ

いては、（新）のところで、標準認定児童及び短

時間認定児童の１１時間対象を超える部分の一時

延長保育の利用時間を定めるものでございまして、

「午前７時から午前７時３０分まで」と「午後

６時３０分から午後８時３０分まで」の時間でご

ざいます。 

 次のページ、４４ページの上につきましては、

短時間認定児童についてでございます。これは

１１時間対象の範囲内で、短時間保育の時間の午

前８時３０分から午後４時３０分までの８時間を

超える部分について、一時延長保育の利用時間を

定めるものでございます。 

 ３．施行年月日は、平成２７年４月１日でござ

います。 

 私からの説明は、以上です。 

○委員長  ただいま説明がありましたので、これよ
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り本案の審議に入ります。 

 第４３号議案について、ご質問、ご意見があり

ましたら、委員のご発言をお願いいたします。よ

ろしいですか。 

（なし） 

 ないようですので、これより第４３号議案足立

区における保育の実施等に関する条例施行規則等

の一部を改正する規則を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手全員であります。よって、本案は原案のと

おり議決することにいたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○委員長  次に、日程第９、第４４号議案を議題と

いたします。 

 庶務係長。 

○庶務係長  日程第９、第４４号議案足立区立認定

こども園条例施行規則の一部を改正する規則。 

 以上。 

○委員長  第４４号議案について、三橋子ども家庭

部長から説明をお願いいたします。 

 子ども家庭部長。 

○子ども家庭部長  ６１ページの説明資料に基づき

まして説明させていただきます。 

 件名、所管部課名は記載のとおりでございます。 

 １、改正の理由につきましては、児童福祉法及

び認定こども園法の改正に伴いまして、本規則の

変更を行うものでございます。 

 ２、改正の内容でございます。 

 （１）入園の申込みについてでございますが、

認定こども園の利用については、長時間利用と短

時間利用に分かれること。さらに、長時間利用に

ついては、認可保育所等にあわせて「足立区保育

施設等の利用の調整に関する規則」で定めたこと

に伴いまして、短時間利用とは別にといったこと

で、当該規則の規定内容との整合性を図るために

文言整理を行うものでございます。 

 （２）児童福祉法改正に伴う変更でございます。

児童福祉法の改正で「保育の実施」が「保育の利

用」に変わることから、「実施」を「利用」に文

言変更するものでございます。 

 （３）保育時間の文言変更でございます。今ま

で使用していました短時間保育、これは教育の時

間でございますが、保育短時間認定と混同しない

ように「短時間保育」を「短時間利用」といった

文言に変更するものでございます。 

 ３、施行年月日は、平成２７年４月１日でござ

います。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長  ただいま説明がありましたので、これよ

り本案の審議に入ります。 

 第４４号議案について、ご質問、ご意見があり

ましたら、委員のご発言をお願いいたします。な

いですか。 

（なし） 

 ないようですので、これより第４４号議案足立

区立認定こども園条例施行規則の一部を改正する

規則を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手全員であります。よって、本案は原案のと

おり議決することにいたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○委員長  次に、日程第１０、第４５号議案を議題

といたします。 

 庶務係長。 
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○庶務係長  日程第１０、第４５号議案足立区立認

定こども園の管理運営に関する規則の一部を改正

する規則。 

 以上。 

○委員長  第４５号議案について、三橋子ども家庭

部長から説明をお願いいたします。 

 子ども家庭部長。 

○子ども家庭部長  ６７ページの説明資料に基づき

まして説明させていただきます。 

 件名、所管部課名は記載のとおりでございます。 

 １、改正の理由でございますが、児童福祉法及

び認定こども園法の改正に基づく規則の変更でご

ざいます。 

 ２、改正の内容でございます。 

 （１）目標の変更でございます。認定こども園

法の改正により、幼保連携型認定こども園の教育

及び保育の目標が新たに明記されたことに伴いま

して、目標に定める法を児童福祉法、学校教育法

から、認定こども園法に変更するものでございま

す。 

 （２）保育内容の規定でございます。認定こど

も園法の改正によって、保育・教育課程の編成基

準となります国の指針及び要領が改定されまして、

足立区認定こども園条例第５条第１号を改正しま

した。それに伴いまして、基準を「保育所保育指

針及び幼稚園教育要領」から、「条例第５条第

１号で規定するもの」に変更するものでございま

す。 

 具体的な内容につきまして、①でございます。

幼保連携型認定こども園につきましては、保育内

容に関する指針及び要領が「保育所保育指針」と

「幼稚園教育要領」から、「幼保連携型認定こど

も園教育・保育要領」に変更するものでございま

す。 

 ②につきまして、幼保連携型認定こども園以外

につきましては、「保育所保育指針」と「幼稚園

教育要領」に基づくことには変わりませんが、そ

れに加えて、「幼保連携型認定こども園教育・保

育要領を踏まえること」の追加でございます。 

 （３）保育時間の文言変更でございます。 

 先ほどの、認定こども園条例に伴いまして、

「短時間保育」を「短時間利用」に文言を修正す

るものでございます。 

 ３、施行年月日は、平成２７年４月１日からで

ございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長  ただいま説明がありましたので、これよ

り本案の審議に入ります。 

 第４５号議案について、ご質問、ご意見があり

ましたら、委員のご発言をお願いいたします。 

（なし） 

 ないようですので、これより第４５号議案足立

区立認定こども園の管理運営に関する規則の一部

を改正する規則を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手全員であります。よって、本案は原案のと

おり議決することにいたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○委員長  次に、日程第１１、第４６号議案を議題

といたします。 

 庶務係長。 

○庶務係長  日程第１１、第４６号議案足立区立小

学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師の公務災害補償に関する条例施行規則の一部

を改正する規則。 

 以上。 

○委員長  第４６号議案について、三橋子ども家庭

部長から説明をお願いいたします。 



 8

 子ども家庭部長。 

○子ども家庭部長  ７２ページの説明資料に基づき

まして説明させていただきます。 

 件名、所管部課名は記載のとおりでございます。 

 １、改正理由につきましては、区立幼保連携型

認定こども園の園医を条例の対象にするため、足

立区立小学校及び中学校等の学校医、学校歯科医

及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一

部を改正したことに伴いまして、本条例施行規則

を整備するものでございます。 

 ２、主な内容につきましては、幼保連携型認定

こども園を加えるということで、「中学校」の後

に「等」を加えるといった内容と、認定こども園

でも「幼保連携型認定こども園に該当する者に限

る。」といった内容でございます。加えて、「校

長」の次に「園長を含む。」といった内容でござ

います。様式においても、「中学校」の後に「等」

を加えるといった改正内容でございます。 

 ３、施行年月日は、平成２７年４月１日でござ

います。 

 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○委員長  ただいま説明がありましたので、これよ

り本案の審議に入ります。 

 第４６号議案について、ご質問、ご意見があり

ましたら、委員のご発言をお願いいたします。 

（なし） 

 ないようですので、これより第４６号議案足立

区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び

学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

の一部を改正する規則を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手全員であります。よって、本案は原案のと

おり議決することにいたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○委員長  次に、日程第１２、第４７号議案を議題

といたします。 

 庶務係長。 

○庶務係長  日程第１２、第４７号議案足立区子ど

も・子育て支援事業計画の策定について。 

 以上。 

○委員長  第４７号議案について、三橋子ども家庭

部長から説明をお願いいたします。 

 子ども家庭部長。 

○子ども家庭部長  ８８ページの説明資料に基づき

まして説明させていただきます。 

 件名、所管部課名は記載のとおりでございます。 

 平成２６年度中に６回にわたりまして、地域保

健福祉推進協議会の子ども支援専門部会で検討を

重ね、さらにパブリックコメントの実施結果を踏

まえ、足立区子ども・子育て支援事業計画の策定

の案を作成いたしましたので、ご審議いただきた

いという内容でございます。本編につきましては、

別添のとおりでございます。 

 １、計画の内容でございます。本計画につきま

しては、国の基本指針で必須記載事項と任意記載

事項がございまして、特に施設整備を中心に必須

記載事項について定めるものでございます。なお、

任意記載事項につきましては今後、区の基本構

想・基本計画の改定が予定されていますので、そ

の整合性を図りながら、今後、別途策定していく

ものでございます。 

 なお、計画の主な構成（必須記載事項）でござ

います。 

 （１）につきましては、教育・保育提供区域の

設定に関する事項ということで、幼稚園につきま

しては足立区全体で１区域、保育施設については

７区域と定めるものでございます。 

 （２）につきましては、幼稚園、認定こども園、
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認可保育所等の教育・保育の量の見込みと提供体

制の確保の内容及びその実施時期について定める

ものでございます。 

 （３）につきましては、子育てサロンとか学童

保育、このような地域子ども・子育て支援事業の

量の見込み、提供体制の確保の内容及びその実施

時期に関する事項を定めるものでございます。 

 （４）につきましては、子ども・子育て支援給

付に係る教育・保育の推進に関する体制の確保に

ついても定めるといった内容でございます。 

 ２、計画の期間でございますが、平成２７年度

から平成３１年度の５年間でございます。なお、

今後、算出した量の見込みと保育需要等に乖離が

生じた場合には、必要に応じて事業計画を見直す

といったところでございます。内容については、

別添にあります支援事業計画の内容のとおりでご

ざいます。 

 よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○委員長  ただいま説明がありましたので、これよ

り本案の審議に入ります。 

 第４７号議案について、ご質問、ご意見があり

ましたら、委員のご発言をお願いいたします。 

（なし） 

 ないようですので、これより第４７号議案足立

区子ども・子育て支援事業計画の策定についてを

採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手全員であります。よって、本案は原案のと

おり議決することにいたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○委員長  次の議案ですが、日程第１３、第４８号

議案と日程第１４、第４９号議案については、関

連のある議案でありますので、一括して議題とい

たします。 

 庶務係長。 

○庶務係長  日程第１３、第４８号議案平成２７年

議案第１６号足立区学校法人の助成に関する条例

施行規則の議決の取り消しについて。日程第１４、

第４９号議案足立区学校法人の助成に関する条例

施行規則の進達について。 

 以上。 

○委員長  第４８号議案と第４９号議案について、

三橋子ども家庭部長から説明をお願いいたします。 

 子ども家庭部長。 

○子ども家庭部長  ９８ページの説明資料に基づき

まして説明させていただきます。 

 件名、所管部課名は記載のとおりでございます。 

 なお、第４８号議案につきましては、教育委員

会規則として定めた足立区学校法人の助成に関す

る条例施行規則の議決の取り消しでございます。 

 これについては、（１）議決取り消しの理由に

ありますとおり、本来、足立区規則のため進達す

べきところを、錯誤により教育委員会規則として

提案してしまったものでございます。大変申し訳

ありません。そのため、平成２７年第１６号議案

の議決を取り消して、新たな同内容の第４９号議

案として進達といった内容で議案としたものでご

ざいます。 

 ２、内容についてでございますが、変わりはご

ざいません。 

 （１）制定の理由につきましては、足立区学校

法人の助成に関する条例の施行に必要な事項を定

めるものでございます。 

 （２）主な内容につきましても、助成の対象と

様式を定めるものでございます。 

 ３、施行年月日は、平成２７年４月１日でござ

います。 

 大変申し訳ありませんでした。よろしくお願い
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いたします。 

○委員長  ただいま説明がありましたので、これよ

り本案の審議に入ります。 

 第４８号議案並びに第４９号議案について、ご

質問、ご意見がありましたら、委員のご発言をお

願いいたします。よろしいですか。 

（なし） 

 ないようですので、これより第４８号議案平成

２７年議案第１６号足立区学校法人の助成に関す

る条例施行規則の議決の取り消しについて、第

４９号議案足立区学校法人の助成に関する条例施

行規則の進達についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手全員であります。よって、本案は原案のと

おり議決することにいたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○委員長  次に、日程第１５、第５０号議案を議題

といたします。 

 庶務係長。 

○庶務係長  日程第１５、第５０号議案足立区幼稚

園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規

則の一部を改正する規則。 

 以上。 

○委員長  第５０号議案について、三橋子ども家庭

部長から説明をお願いいたします。 

 子ども家庭部長。 

○子ども家庭部長  １００ページの説明資料に基づ

きまして説明させていただきます。 

 件名、所管部課名は記載のとおりでございます。 

 これにつきましては、幼稚園教育職員の懲戒処

分に伴う昇給抑制に関し、関連規定の一部を改正

するものでございますが、これにつきましては昨

年１０月８日の特別区人事委員会勧告に付随した

意見として、懲戒処分を受けた者の昇給号級数等

について、必要な見直しを行うことが適当といっ

た意見に基づきまして改正するものでございます。 

 １、改正の概要につきましては、昇給区分Ａの

極めて良好な場合には６号昇給で、Ｂの特に良好

な方の場合は５号昇給といったことでございます

が、処分を受けた場合には昇給号級数を４号給と

みなすといった内容で、これは行政系の区職員と

同様の改正になるといったことでございます。 

 ２、施行年月日は、平成２８年４月１日でござ

います。 

 ３、内容については、新旧対照表のとおりでご

ざいます。 

 よろしくご審議いただきますよう、お願いいた

します。 

○委員長  ただいま説明がありましたので、これよ

り本案の審議に入ります。 

 第５０号議案について、ご質問、ご意見があり

ましたら、委員のご発言をお願いいたします。よ

ろしいですか。 

（なし） 

 ないようですので、これより第５０号議案足立

区幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関

する規則の一部を改正する規則を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手全員であります。よって、本案は原案のと

おり議決することにいたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○委員長  次に、日程第１６、第５１号議案を議題

といたします。 

 庶務係長。 
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○庶務係長  日程第１６、第５１号議案足立区教育

委員会事務局幹部職員の人事について。 

 以上。 

○委員長  第５１号議案につきましては、事務局幹

部職員の人事案件でありますので、青木教育長か

ら説明をお願いいたします。 

 教育長。 

○教育長  私のほうからご説明を申し上げます。 

 １０２ページ、第５１号議案です。 

 まず、平成２７年４月１日付で発令される分に

ついて申し上げます。 

 教育次長に、山本聖志。 

 学校教育部長に、宮本博之。 

 子ども家庭部長に、伊藤良久。 

 学校教育部教育政策課長（統括課長）に、杉岡

淳子。 

 教育次長副参事（学力定着推進担当）に、森太

一。 

 教育次長副参事（幼児プロジェクト推進担当）

に、松野美幸。 

 教育次長参事（総合教育研究）付副参事に、飯

塚尚美。 

 学校教育部副参事（学校適正配置担当）に、太

田照生。 

 学校教育部教職員課長に、山崎恵子。 

 子ども家庭部子ども家庭課長に、山根晃。子ど

も・子育て施設課長を兼務します。 

 子ども家庭部子ども・子育て支援課長に、小山

幸俊でございます。 

 それから、３月３１日付で免ずる部分ございま

す。 

 教育次長、鈴木一夫を免ずる。 

 教育次長参事、浅見信昭を免ずる。 

 教育次長参事、市川保夫を免ずる。 

 学校教育部長、石居聡を免ずる。 

 子ども家庭部長、三橋雄彦を免ずる。 

 学校教育部副参事（学校適正配置担当）（統括

課長）、絵野沢秀雄を免ずる。 

 子ども家庭部子ども家庭課長（統括課長）、鳥

山高章を免ずる。 

 学校教育部教育政策課長、荒井広幸を免ずる。 

 学校教育部教職員課長、川原井隆之を免ずる。 

 子ども家庭部子ども・子育て支援課長、荻原貞

二を免ずる。 

 子ども家庭部子ども・子育て施設課長、橋本太

郎を免ずる。以上でございます。 

 私の説明は、以上でございます。 

○委員長  ただいま説明がありましたので、これよ

り本案の審議に入ります。 

 第５１号議案について、ご質問、ご意見があり

ましたら、委員のご発言をお願いいたします。よ

ろしいですか。 

（なし） 

 ないようですので、これより第５１号議案足立

区教育委員会事務局幹部職員の人事についてを採

決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手全員であります。よって、本案は原案のと

おり議決することにいたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○教育長  委員長、追加をお願いします。 

○委員長  教育長。 

○教育長  追加で１件、ご報告といいますか、席上

に配付をさせていただきました「足立区教育改革

に伴う施策の検証と今後の方向性について」とい

う文章でございます。 

 これは前回の定例会で関連規則を既に議決して

いただいております。特に学校選択制について関
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わるのですが、その部分についての規則改正を行

っていただきましたけれども、それとあわせて二

期制についての検討をこの間、教育委員会・協議

会で行ってまいりましたが、これについての説明

文章の原案を取りまとめさせていただきましたの

で、ご報告をさせていただきます。内容的には、

これまでの議論の中で、地域の視点を盛り込むべ

きだろうというご意見をいただいておりましたの

で、その点を踏まえながら、全体はこれまでの議

論の内容に即して文章化をし、かつ、また学識の

委員の皆さんのご意見なども協議をしながら、

終的には教育委員会としての方向性について示し

たということでございます。 

 ただ、二期制については、この文章にもありま

すとおり、まだ時数など細かに詰めるべき点が残

されておりますので、 終的な結論というよりは、

方向性を示すに留めて、またさらに追加の作業が

今後も必要かと思いますが、今年度中までの到達

点を文章化させていただいたということです。こ

れについては、また後ほどお目通しをいただいて

多少の加筆・訂正をする部分もあるかと思います

ので、そういったご意見を反映させた上で、しか

るべき議会などの外部に公表をしていくべきもの

と考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 私からは、以上でございます。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○委員長  本日の審議は、これですべて終了いたし

ます。 

 さて、皆様もご承知のとおり、青木教育長が本

日をもってご退任されることになりました。ここ

で青木教育長よりご挨拶をいただきたいと思いま

すので、よろしくお願いをいたします。 

○教育長  それでは、貴重なお時間をいただきまし

て、ご挨拶をさせていただきます。 

 今回、教育委員会制度が６０年ぶりの改正とい

うことで明日、４月１日からスタートをいたしま

す。そういったことを踏まえまして、若干任期の

残任期間はございますけれども、４月１日の新制

度スタートにあわせて早めに退任をさせていただ

くということでご同意をいただいております。 

 この間、各委員の皆様には、委員会・協議会を

含めて、あるいはまた、さまざまな教育の現場に

出向いていただき、大変熱意のある、そしてまた

貴重なご意見をいただきまして、心から感謝を申

し上げたいと思います。皆様方とこの４年弱一緒

に、それぞれ期間は違いますけれども、足立の教

育行政のために微力ではありますが、力を尽くせ

たことについて、大変感謝をし、また誇りに思っ

ております。 

 これからも、これまでの経験を踏まえ、足立の

行政がさらに進展していくように、私も陰ながら

応援をさせていただきたいと考えておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。長い間ありが

とうございました。 

○委員長  ありがとうございました。 

 それでは、教育委員会を代表いたしまして、私

から一言お礼を述べさせていただきます。 

 青木教育長、長い間ご苦労さまでした。ありが

とうございました。 

 先ほどお話がありましたけれども、４月、明日

から全国的に新しい教育委員会制度が始まるに伴

い、教育長と教育委員長を一本化した「新教育長」

が就任することになります。青木教育長の任期は

７月までですが、この制度の切り替えに伴い、新

たな体制で臨んでもらいたいとの思いで辞職をさ

れます。 

 青木教育長は、就任時の挨拶で「教育は子ども

を育てること、また足立の未来、さらに言えば、

足立の将来を形づくり、支える、大変重要な第一
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級の仕事と考えています」と、そのように述べら

れていましたが、 後の仕事、思い残されたこと

もあるのではないかと思いますが、その思いは継

続して我々が背負っていきたいと思います。 

 青木教育長は、従来から実施されている各団体

との懇談会をはじめ、新たに企画・開催された

「青少年委員会」、「小学校・中学校ＰＴＡ連合

会」、「小学校・中学校校長会」等との懇談会に

必ず出席をされ、学校現場の実情、また各課題や

要望をよく聴いていただきました。それを教育委

員会の施策に活用しようとの思いで、保護者や地

域の方々の参画を促し、参加者は「耳を傾けても

らえた」と、そういう姿勢が非常にうれしく感じ

ていたと思います。この姿勢は以前、青少年課長

の職にあり、地域の各健全育成団体との連携の重

要性を熟知されていたからだと思います。その結

果、何よりも地域や保護者、学校から非常に厚い

信頼を受けるようになったと、私自身は考えてい

ます。 

 教育長は、就任当初から「貧困と教育」との関

連を取り上げ、家庭教育の重要性を示唆されてい

ました。その解決策を模索し、スクールソーシャ

ルワーカーの導入を考え、昨年、教育長の主導で

教育委員会が大阪に視察に行くことになりました。

その結果、来年度から導入されることになり、現

場での活用の成果が期待されます。 

 さらに、施策の取り組みに対し、毎年検証との

意見が出されており、なかなか結論には至りませ

んでしたが、教育長のリードで今年度に入り、教

育委員会協議会において本格的に協議され、検証

に一定の結論が出されました。具体的には、「学

校選択制について」、「２学期制と３学期制につ

いて」、「小中一貫校について」等々、その中で

「小学校において学校選択制の見直し」の答申が

なされました。 

 その他、語り尽くせませんが、改めて一緒に仕

事の責任を背負ってきたこと、そして多くのこと

をご示唆いただいたこと等々を感謝申し上げ、お

礼の言葉といたします。本当に、青木教育長、あ

りがとうございました。これからもどうぞよろし

くお願いをいたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

 さて、先ほどお話ししましたが、明日、平成

２７年４月１日より、新教育長が就任されます。

法改正に伴う新教育委員会制度により、私の教育

委員長の職並びに桑原委員長職務代理者の職につ

きまして、本日付で解かれることとなりました。

これまで皆様に支えていただきながら、何とか教

育委員長という重責を務めることができました。

本当にありがとうございました。なお、これから

も教育委員として一層励んでまいりたいと思いま

すので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○委員長  それでは、以上をもちまして、本年第

１回足立区教育委員会臨時会を閉会いたします。 

 ご苦労さまでした。ありがとうございました。 

午後３時  分閉会 
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